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１ 事業概要 

働き方改革の実践に取り組む市内の中小企業者等に対し、取組状況に応じて奨励金を交付します。 

 

２ 交付内容 

 （１）対象者 

    次のすべてに当てはまる方が対象です。 

⚫ 福山市内に本社又は事業所がある中小事業者等（みなし大企業は除く） 

⚫ 市税の納付状況を調査されることに同意する 

⚫ 「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請し、申請状況を調査されることに同意する 

 

 

 

 

 

     ・・・申請はこちらから 

⚫ 雇用保険の適用事業者である 

⚫ 就業規則又は労働協約等で、育児休業制度及び子の看護等休暇制度を設けている 

【中小企業者等とは】 

事業者の種類 定義 

中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲げる者及

び中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項第２号の規

定に該当する者 

特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法 （平成１０年法律第７号）に規定する特定非営利活動

法人 

公益法人等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）に規

定する一般社団法人及び一般財団法人 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９

号）に規定する公益社団法人及び公益財団法人 

医療法人 医療法（昭和２３年法律２０５号）に規定する医療法人 

社会福祉法人 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する社会福祉法人 

協同組合等 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第７号及び同法別表第３に規定す

る協同組合等 

保育所・幼稚園・認

定こども園等運営事

業者 

私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）に規定する学校法人宗教法人法（昭

和２６年法律第１２６号）に規定する宗教法人のうち、児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）に規定する保育所 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する幼稚園 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）に規定する認定こども園 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に規定する地域型保育事業 

子ども・子育て支援法第７条第１０項第４号から第８号までに規定する子ど

も・子育て支援施設等 

https://sdgs.fukuyama-city.jp/green/
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【中小企業者とは】資本金又は常勤の従業員が次に示す数字以下となる会社又は個人をいいます。 

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 

製造業・建設業・運輸業 ３億円 ３００人 

卸売業 １億円 １００人 

小売業 ５千万円 ５０人 

サービス業 ５千万円 １００人 

ゴム製品製造業（※） ３億円 ９００人 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業  ３億円 ３００人 

旅館業 ５千万円 ２００人 

その他の業種（上記以外） ３億円 ３００人 

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 

 

【みなし大企業とは】 

１ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者 

２ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者 

３ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者 

 

 

 

（２）対象となる取組 

   福山市内の本社又は事業所で行う次の取組が対象となります。 

取組番号１. 男性育児休業取得率が５０％以上 

取組番号２. 年次有給休暇取得率が７０％以上かつ対前年で２０％以上向上 

      ※年次有給休暇が１時間単位で取得できること 

取組番号３. 時間外労働時間が月平均３０時間未満かつ対前年で２０％以上縮減 

取組番号４. 子の看護等休暇取得日数が対前年で２０％以上向上 

      ※年次有給休暇が１時間単位で取得できること 

 

（３）奨励金額 

   対象となる取組を実施した数によって、奨励金額が変更になります。 

対象となる取組を１つ実施 １０万円 

対象となる取組を２つ実施 ２０万円 

対象となる取組を３つ以上 ３０万円 

※同一事業者には、同じ年度に１回のみの交付となります。 

 

（４）交付決定方法 

申請内容に基づき審査し、通知にてお知らせします。 

 

３ 申請受付期間  
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２０２７年（令和９年）１月４日（月）から３月３１日（水）まで 

※予算額に達し次第、受付を終了します。 

 

４ 補助対象期間  

対象となる取組ごとに、算定対象となる期間は異なります。詳しくは「５ 取組の詳細要件」を御確

認ください。 

 

５ 取組の詳細要件 

 対象となる取組の詳しい要件や、算定方法は次のとおりです。 

 

取組番号１. 男性育児休業取得率が５０％以上 

 

 【確認するポイント】 

・ 男性育児休業を取得できる対象者数のうち、実際に取得した対象者の割合は５０％以上か 

・ 育児休業について、労働協約や就業規則で定めているか 

・ 育児休業を取得した対象者が雇用保険の被保険者であるか 

・ 各事業者が労働協約や就業規則で定めた方法に則り育児休業制度利用の申出または承認がされて

いるか 

・ 育児休業は子が２歳に達するまでに取得しているか 

・ 育児休業を２０２６年４月１日から２０２６年１２月３１日までの間に取得しているか 

・ 育児休業を、休日を含まずに連続して５日間以上取得しているか 
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取組番号２. 年次有給休暇取得率が７０％以上かつ対前年で２０％以上向上 

 

 

 【確認するポイント】 

・ 年次有給休暇が１時間単位で取得できることが、労働協約や就業規則で確認できるか 

・ 前年期間と比較して、当年期間は２０％以上上がっているか 

・ １月１日から１２月３１日までの期間を、前年期間と当年期間でそれぞれ算定しているか 

・ 算定の分母は１年間で支給される日数か（繰越した日数を含んでいないか） 

・ 労働者全員の取得率がそれぞれ算定されているか 
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取組番号３. 時間外労働時間が月平均３０時間未満かつ対前年で２０％以上縮減 

 

 

 【確認するポイント】 

・ 時間外労働について、労働協約や就業規則で定めているか 

・ 前年期間と比較して、当年期間は２０％以上下がっているか 

・ １月１日から１２月３１日までの期間を、前年期間と当年期間でそれぞれ算定しているか 

・ 労働者全員の時間外時間がそれぞれ算定されているか 

・ 残業を免除する制度を適用している労働者は、算定から除外されているか 

・ 所定時間以降の残業と、法廷時間を超える残業の両方が算定に含まれているか 
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取組番号４. 子の看護等休暇取得日数が対前年で２０％以上向上 

 
 【確認するポイント】 

・ 子の看護等休暇が１時間単位で取得できることが、労働協約や就業規則で確認できるか 

・ 前年期間と比較して、当年期間は２０％以上上がっているか 

・ １月１日から１２月３１日までの期間を、前年期間と当年期間でそれぞれ算定しているか 

・ 母数は子の看護等休暇の対象となる労働者の人数になっているか 

・ 前年期間の取得日数が０日の場合は、当年期間の取得日数が０日より大きいか 
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６ 申請書類の提出・留意事項 
（１）申請書類の提出 

窓口持参、郵送（３月３１日 必着）又は電子申請システム（３月３１日 １７時１５分まで） 
により申請してください。 

 
※ＦＡＸによる提出は受け付けません。 

   ※受領後、不備がある場合や、記載漏れがあった場合は再度提出していただきます。 
   電話での事前相談も受け付けていますので、御相談ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【申請書類の郵送先】※ラベルとして利用する場合は、コピーしてお使いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）申請時の留意事項 

ア 交付申請書兼実績報告書（様式第１号）は電子申請システムによる提出又は A4用紙に出力し

（ホッチキス留め不可）、必要書類を添付して提出してください。 

イ 申請期間最終日の時点で不備のある申請書類は受け付けません。 

ウ 書類を提出する者及び連絡担当者は、申請事業者の役員・従業員に限ります。 

エ 必要に応じて、追加資料の提出及び説明等を求めることがありますので、申請書類は受付最終

日から余裕をもって送付してください。 

オ 書類作成に係る経費は、申請事業者の負担となります。提出された申請書類は返却しません。 

カ 申請書類は、写しを必ず保管してください。 

  

＜提出・お問合せ先＞ 

 福山市 経済環境局経済部 産業振興課 

ＴＥＬ：０８４－９２８－１０４０  

（受付時間：８：３０～１２：００ １３：００～１７：１５）※土日祝日を除く 

  ＭＡＩＬ：koyouroudou@city.fukuyama.hiroshima.jp 

〒７２０－８５０１ 

 

福山市東桜町３番５号 福山市役所 ７階  

福山市 産業振興課 宛 

【福山市働き方改革実践応援奨励金 申請書在中】 
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７ 申請書類 

  後日、ホームページで公開予定です。 

※押印は不要です。 

※納税状況によっては、担当者から連絡をする場合があります。御不明な点等ございましたらお問い合

わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

提 出 必 須 の 書 類 入手先 

ア 交付申請書兼実績報告書（様式第１号）  
福山市 HP 
事務局 

イ 誓約書兼同意書（様式第２号） 
福山市 HP 
事務局 

ウ 福山市内の事業所において常時雇用する従業員の人数が確認できるもの 任意様式 

該 当 す る 場 合 に 必 要 な 書 類 入手先 

エ 
直近３か月以内の商業・法人登記簿謄本【写し】 

※法人のみ 
各自取得 

オ 
個人事業の開業・廃業等届出書【写し】 

※個人事業者のみ 
各自取得 

カ 

取組に応じた詳細報告書 

・ 取組番号１に係る詳細報告書（男性育児休業）（様式第３号） 

・ 取組番号２に係る詳細報告書（年次有給休暇）（様式第４号） 

・ 取組番号３に係る詳細報告書（時間外労働時間）（様式第５号） 

・ 取組番号４に係る詳細報告書（子の看護等休暇）（様式第６号） 

※それぞれ必要な書類が異なります。様式を御確認ください。 

福山市 HP 

事務局 

・ 

各自取得 

キ 
支払相手方登録依頼書 

※福山市に登録のない場合に限る（事前に事務局へ御確認下さい） 

福山市 HP 

事務局 

ク 
その他市長が必要と認める書類 

※必要に応じて事務局側から指示します 
各自取得 
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８ その他 
（１）補助対象事業の進捗状況確認のため、実地検査に入ることがあります。 
（２）補助事業者は、補助事業の実施に関し必要な事業記録簿、金銭出納簿その他帳簿を備え付け、証

拠書類とともに整備し、補助事業の完了した日に属する会計年度の終了後５年間保存しておかな
ければなりません。 

（３）国、県、市町及び各種産業支援機関等が実施する他の制度（補助金等）の支援を受けている場合、
経費の重複を確認するため、該当機関に確認を行う場合があります。 

（４）本市ホームページ等において、採択事業者及びその取組等を情報発信する場合があります。採択
事業者は、画像素材等、当該公表に必要となる情報等の提供に協力するものとします。また、当事
業によって行った成果等について、必要に応じて公表する場合があります。 

（５）この申請ガイドに記載のない事項は、福山市働き方改革実践応援奨励金交付要綱及び福山市補助
金交付規則に定めるところによるものとします。 

以上 


